
仙台市の農林水産物を活用した 

６次産業化等を支援します 

市内産の農林水産物を使用した６次産業化や農商工連携の取り組みを、専門家の知見を活用し

ながら、事業計画の策定から商品開発、加工・製造、販路開拓まで一貫して伴走型で支援します。 

詳細は裏面をご覧ください 

■ 農業経営改善計画の認定を受けている農業者等（認定新規就農者を含む）  

■ 農業協同組合 

■ 林業者 

■ 森林組合 

■ 漁業者 

■ 漁業協同組合 

■ 市内産農林水産物を主原料とした商品を製造又は販売しようとする商工業者 

   （事業が本市の農林水産業振興に寄与し、かつ安定して事業を継続実施できると認められる方） 

秋保クラフトシードル （農商工連携） 乾燥野菜の HOSHI VEGE （6次産業化） 

対 象 者  

支 援 内 容  

支 援 事 例  

乾燥野菜製造の技術指導や事業計画に関

する助言のほか、機材導入の補助金交付

を行いました。 

専門家派遣 

事業計画策定や商品開発等の助言・指導

を無料で受けることができます。 

１ 補助金交付 

マーケティングや機材導入等の補助金の

交付を受けることができます。 

２ 

  

    仙台市 経済局 農業振興課 農食ビジネス推進室 

      022-214-8266       kei008130@city.sendai.jp 

お 問 い 合 わ せ 先  

仙台市ホームページ 

仙台産りんごを含むシードル

を作るための機材導入や、試

作にかかる技術指導、パンフ

レット・ラベルのデザイン開発

の補助金交付を行いました。 

 6次産業化だけでなく、仙台産農

林水産物を使用した商品開発も

補助対象となります 



事 業 の 流 れ  

相 談 

６次産業化や農商工連携に取り組む計画について、農業振興課の職員が、今後の方

向性や事業の活用について一緒に検討します。 

専門家派遣 
経営診断、マーケティングなど各分野の専門家から必要な助言・指導を受けます。 

事業計画策定 

所定の様式の事業計画書をより具体的で確実性の高い計画に改善していきます。

補助金を申請する場合は、原則2名以上の異なる専門家派遣を受け、計画の課題が

解決されていることの承認を得る必要があります。 

補助金申請 

派遣を受けた専門家に承認された事業計画をもって、補助金の申請に必要な書類

を農業振興課に提出します。複数年度に渡る事業の場合は、年度毎に申請します。 

補助金交付決定 
農業振興課で申請書類を審査し、交付決定します。 

事業着手 

事業に着手します。 

年度末までに当該年度分の実績報告を行い、補助金の請求をします。 

支 援 内 容 詳 細  

❶ 専門家派遣 

派遣内容 
事業計画策定、経営診断、マーケティング、商品開発、技術指導、デザイン開発、 

販路拡大等の6次産業化に必要な助言・指導  

費  用 無料 （専門家謝礼は市が負担） 

派遣回数 １事業者につき年度内５回まで 

派遣時間 １回あたり２時間程度 

❷ 補助金交付 

内容 補助対象経費 補助率 
補助 

上限額 

機材導入 
６次産業化や農商工連携に必要な機械や設備の導入に
かかる経費 

1/2以内 120万円 

デザイン開発・ 

広報 

パッケージやロゴデザイン、WEBサイトの開発、広報物
のデザイン・印刷製本等にかかる経費 

1/2以内 30万円 

試作 
試作した商品の評価や使用する原材料調達、原価計算等
の確認にかかる経費 

1/2以内 20万円 

販路開拓 
展示会へ出展し、商談を行う事業にかかる経費及びモー
ル型ECサイト登録にかかる初期費用 

1/2以内 15万円 

※ 事業計画通りに事業を遂行していない場合や虚偽申請、他用途への無断流用等が発覚した場合は、立入検査を実施し、補助

金返還を求める場合があります。 


